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［論　説］

1．はじめに

　一般に地方分権改革と呼ばれる地方制度改革は1990年代初頭に始まっ

たものを指す。改革の対象となった我が国の戦後地方自治制度は、中央に

よる地方への関与を容認する大陸型と呼ばれるものであった1。それは、

戦前に市町村長に委任されてきた機関委任事務制度を、都道府県知事にも

拡大して、中央が地方に関与する制度であった。占領改革の下で、戦後の

中央地方関係の設計者は、天川晃の言う分離型地方自治と融合型地方自治

の選択肢の中で、融合型の地方自治制度とすることを選んだのである2。

都道府県知事の公選化に際して、中央が都道府県に関与することで、中央

の意思が徹底できると考えたのである3。日本の学界やジャーナリズム

は、概してこの機関委任事務に対して批判的であった。本研究は、機関委

任事務改革に続いて行われた所謂三位一体改革の過程とその結果について

論じるものである。

　1980年代の終わりから1990年代にかけて、冷戦体制の終焉とバブル崩

壊が起こり、さらに自民党政権が揺らぎ始める中で、地方分権改革が政界

でも主張されるようになった。実際の改革過程は、村山政権の下、1995

年に地方分権推進委員会を設置することによって始まった。地方分権推進

委員会は、数次にわたる勧告で、機関委任事務廃止による地方分権を打ち

出した。この分権改革の過程で、西尾勝などの研究者が果たした役割は大

きい4。ただ、機関委任事務廃止は限定的な改革であり、権限・財源は中

央が持ち続け、地方に対する関与は存続され、またそれに対する不満も残

された。従って、その後も改革が継続されることとなった。地方分権推進

委員会の勧告に基づく改革が第一次分権改革と呼ばれるのも、そのためで

ある。
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　　　　　　　　　　　　　小泉政権における地方分権改革の政治過程（廣畑）

　地方分権改革とは、中央の持つ権限などを地方へ分け与える法制度の改

革であったと言える。集権・分権とは、厳密には（自治）立法権の主体に

関する問題である5。ただ、一般的にはより曖昧な理解がなされてきた。

ただ諸著作はこの点を必ずしも重視していない6。依然、事務・権限の執

行についての類型論が多いように思われる。この地方分権のあいまいな理

解の中で分権改革は次のステップに進む。神野直彦は、財政的な面に着目

し、集中・分散という概念で税源の所在を問題にしていた7。

　1990年代は、改革議論が進む一方で、バブル後の「失われた10年」と

呼ばれる時代であった。政府主導の景気対策が繰り返され、中央・地方を

通じた財政支出は増大を続けた。政府の活動量をはかる指標として歳出額

を見ることが有効であるとすれば、1990年代の政府の活動量は大きかっ

たと言えるだろう。しかし税収が増えない中で、公債残高が拡大すること

に問題があったことは言うまでもない。

　そのような時期を経て登場した小泉純一郎政権は、従来の自民党政治を

打ち破ることを掲げ、大きな政府路線の修正と財政再建を志向した。小泉

は政策として「聖域なき構造改革」「痛みの伴う改革」を唱え、改革の一

つとして、地方交付税改革・国庫補助負担金（以下、補助金と記す）改

革・地方への税源移譲を一体として行う、三位一体改革の推進を決めた。

三位一体改革において小泉総理は、「地方にできることは地方に」という

大義によって、分権推進論者の協力を獲得していく。

　三位一体改革では、地方自治の充実と財政支出の圧縮という、一見相反

するとも思える政策の実現が試みられた。しかし結果的には、日本の地方

自治制度の特徴でもあった活動量の大きな地方自治は、「小さい政府」型

の地方自治に向けて大きく変革を迫られたと言って良い。

　改革にはウイナーとルーザーが存在する。改革過程において、その帰結
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［論　説］

によって、誰かが不利益を蒙ることを予見することは可能であったと考え

られる。実際に、第一次分権改革同様、権限を失う省庁の反対は強く、あ

る程度改革の結果にも影響している可能性がある。

　それでは、地方自治体についてはどうだったのか。中央政府の方針が財

政支出の削減を大前提とする以上、地方、特に小規模市町村などは、例え

基幹税が税源として移譲されたとしても、そこで得られる利益は少なかっ

たと推測できる。しかし、これまでの研究や報道では、この問題を取り上

げるものは少ない。彼らは改革に際してどのような行動をとったのか。こ

れが本稿の関心である。

1－1．先行研究と本稿の関心

　本稿では、北村亘（2009）の議論を踏襲するところが多いが、これを参

考にして、改革の政治過程を分析する。この試みは、北村の議論ほど洗練

されていないし、また、三位一体改革の全体像を網羅的に紹介することも

主たる目的ではない。ここでは、北村の政治的ゲームという議論に登場し

ないプレイヤーを登場させ、さらに別の政治過程のアクターに着目するこ

とで、より多層的な構図を明らかにすることを主題とする。

　北村の議論は、我が国の地方財政の拡大と、ある時期以降の縮小過程を

めぐる、政治的ゲームとして日本の中央地方関係を説明するものである。

政権幹部の政治家や省庁などを政治的プレイヤーとして、彼らの決定によ

って地方財政が決められるという中央政治過程の議論である。北村の議論

に登場するのは、政治の舞台に登場し、実際の決定過程に関与するプレイ

ヤーたちである。その意見の採否に関わらず、言わば主流的な立場にある

ものたちである。

　しかし筆者は、あるポジションのプレイヤーの存在を切り取って見た場
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　　　　　　　　　　　　　　小泉政権における地方分権改革の政治過程（廣畑）

合、そのような議論では捨象されてしまう政治的な力を得なかった意見が

存在する可能性があると考える。例えば地域間格差を助長しかねない三位

一体改革に関して、「なぜ不利益を受ける自治体が声を上げなかったのか

分からない。数件のインタビューによれば、町村には不満もあったし声を

上げたが、メディアが取り上げなかったし、「政治的力にならなかった」

という発言があった」という意見がある8。地方分権改革の文脈で三位一

体改革を考えた場合、こうした指摘は重要な意味を持つ。なぜなら上記指

摘は、通常三位一体論で分析されなかったアクターを登場させているから

である。

　まず、北村の見解を紹介する。北村（2007）は、地方を代表するプレイ

ヤーであった全国知事会の変化と、全国知事会を取り巻く制度的な変数か

ら三位一体改革を論じている。三位一体改革の時期に、全国知事会がその

姿勢を変化させたことが、地方代表の改革への関与の途を開いたことを指

摘する。従来、「知事のサロン」的な位置づけであった全国知事会が、改

革派知事たちの台頭によって、「戦う知事会」を掲げる会長を登場させた。

また、改革派と呼ばれる知事たちは、その名の通り改革推進に積極的であ

った。こうした全国知事会の変化が、地方団体の中でも正統性の高い全国

知事会を、地方にとって影響の大きい改革に関与する契機となったと言う

のである。実際の政治過程では、特に補助金改革などの点で対立する省庁

に対して、実務面での非協力など「有効な脅し（credible　threat）」を用い

て譲歩を引き出し、強硬な姿勢を通していく。生活保護費負担金の削減議

論では最後まで反対を貫き、「地方への配慮に満ちた痛み分け」を引き出

すのである。

　北村はこうした全国知事会の主導した地方団体の活動の結果、村松

（1988）の指摘した行政的回路と政治的回路に加えて、中央地方関係の

＿43＿



［論　説］

「第三の回路」が生じたことを示唆している。ただし北村の議論では、全

国町村会や全国市長会といった他の地方団体に関する議論は少ない。全国

知事会以外の地方団体の意見などにも着目することで、三位一体改革論議

に別の視点を加えることができるように思われる。

　また北村（2006）は、三位一体改革では、財政再建を目指す小泉総理が

経済財政諮問会議を駆使して地方交付税改革を行い、また全国知事会に決

定権を委任したように、地方を中央の政策過程に関与させる手続きを経た

上で決定しているとする。この過程は、補助金廃止と税源移譲を議論する

のに有効であった9。この見解に従えば、地方の協力が不可欠だったこと

は明らかである。しかしこの説明は、小泉の改革を説明していると言える

だろうか。そこでは実際にどのような政治が展開されていたのか、という

点が本稿の関心である。従って本稿では、地方の側により焦点をあて、地

方を中心とした議論を展開していく。

　現代の日本において一般に地方分権改革を論じる場合、1990年代に手

をつけられた機関委任事務廃止などの制度改革を伴うものがその始まりと

される。第一次分権改革と呼ばれるものである。それ以前にも、地方制度

改革の試みは常になされていたが、漸進的なものであった。

　こうした地方制度改革の決定の枠組みについて市川（2006）は、「通常

型」と「特別型」に分類している。「通常型」は、総理の諮問機関である

地方制度調査会において行われる改革である。実質的に旧自治省・総務省

の影響下にある地方制度調査会は、基本的に地方自治関係者によって構成

される。そこでの答申が旧自治省に関連する事項の範囲内、つまり他省庁

の利害に関係しない限りは、改革は比較的容易に実現される。これが

1990年代以前の改革であった。これに対して「特別型」は、「通常型」と

は異なる場で議論が行われる。「特別型」のように、必ずしも地方自治に
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造詣が深いわけではない人物も含まれたアリーナは、正当性は高いもの

の、利害関係はより複雑になり、答申の実現可能性はより低くなる10。し

かし、機関委任事務の廃止や国から地方への権限移譲、補助金の削減など

は、他省庁の利害にも深く関係し、「通常型」では実現しない改革の政治

過程で実現された。

　市川の類型に従えば、第一次分権改革と三位一体改革は、いずれも「特

別型」の改革と言える。第一次分権改革における審議会は地方分権推進委

員会であり、三位一体改革では、地方分権改革推進会議や経済財政諮問会

議、或いは国と地方の協議の場が想定される。

1－2．第一次分権改革

　まず、第一次分権改革の経緯を述べておく。現在に至る分権論議の出発

点の一つは、やはり1993年6月の「地方分権の推進に関する決議」にあ

ったと言うべきであろう。この決議は衆参両院で全会一致で決議された

が、地方分権は従来、政府の議題として非常に低い優先順位でしかなかっ

たため、議題として取り上げられたのも突然の感があるという意見もあ

るll。

　そこでアジェンダに浮上した地方分権改革が実現した理由について村松

岐夫は、第一に政治過程それ自身、つまり自民党が下野していたという背

景があったこと、第二に、地方分権推進委員会内の二つのグループ、即ち

地方分権を推進する研究者集団とビジネス派の間で妥協が成立したことが

大きいと指摘する12。地方分権推進委員会の委員長は財界出身であり、財

界が地方分権に積極的であったことを示している13。また、委員全体の過

半数は地方分権に好意的であった14。

　また曽我謙悟は、改革への実質的な拒否権を握り続けてきた自民党の態
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度の変化こそが、改革成功の第一の要因と指摘する。地方分権推進委員会

に参加した学者集団や財界が活躍したことや、連立政権の登場が改革推進

に影響を及ぼしたとしながらも、決定的には自民党の態度の変化が重要で

あったというのである15。同時に、第一次分権改革における自民党の拒否

権プレイヤーとしての側面を曽我は指摘する。地方分権推進委員会による

勧告に基づいて進められた第一次分権改革の中で、委員が当初は積極的で

なかった内容を取り上げたのが第五次勧告（1998年12月11日）である。

これは、当時の橋本総理の強い要請を受け、公共事業の見直しなどを盛り

込んだものである。結果としてこの勧告は、委員の予想していた通り、自

民党族議員の強い反発にあって実現しなかった16。

1－3．三位一体改革

　三位一体改革は、小泉政権による構造改革の一環として、小泉自民党内

閣の下で行われた。主な決定のアリーナとなったのは経済財政諮問会議で

あった。また、国と地方の協議の場の存在も重要である。大まかに分けれ

ば、経済財政諮問会議がマクロの決定を、全国知事会をはじめとする地方

団体と国と地方の協議の場がミクロの決定を担った。また、地方分権改革

推進会議が少なからず役割を果たした17。

　ここでミクロの改革とされる「補助金廃止・削減」と「税源移譲」の議

論には、地方代表の参画が実現した。これは、従来の日本の中央政府の政

策決定過程に照らせば、一つのメルクマールと言えるだろう。地方は、全

国知事会が総理に求められた補助金削減案を作成・提出し、実際にそれを

基にした議論が中央で行われた。一方で、マクロの政策決定を行ったとさ

れる経済財政諮問会議では、改革を通じて目標を設定する議論が行われ

た。
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　金井（2008）は、国と地方の協議の場が、実質的に果たした役割を分析

する。つまり、当初、地方代表と国が意見を交え、決定を行う場となるこ

とを期待されていた国と地方の協議の場であったが、国にしてみれば、意

思決定は別の場で行い、地方の意見を聞き置く場、という位置づけにな

り、意思決定ではなく意見表明の場となったという。

　本稿では、国と地方の協議の場が、決定の場にはなりえなったことは確

かとしても、地方が中央の政治過程に参画した面をより積極的にとらえた

い。現在に至って、民主党政権によって国と地方の協議の場にならった機

関の設置が論じられており、その意義は大きいと考えるのである。

　三位一体改革で実現した地方税財政改革は、第一次分権改革で実現した

機関委任事務改革とは異なり、より複雑で多様な利害が交錯し、実現が困

難であると見なされていたものである。既に述べたように、財政構造改革

の一環である補助金改革に関しては、橋本政権が地方分権改革に盛り込も

うと試みたが、自民党内の強い反発を受けて挫折している。

　三位一体改革では、かつて自民党内の強い反発を受けた補助金改革を成

し遂げている。これはなぜ可能となったのか。北村は、小泉政権の誕生と

ともに、総理や与党首脳を含めたコア・エグゼキュティブが財政再建を志

向し、それを実現する制度的・政治的影響力を獲得する状況が生まれてい

たという18。むしろ小泉総理自身の言葉をひけば、「痛みの伴う」「聖域な

き構造改革」によって世論の支持を得たのである。その小泉が改革推進の

ために制度的に活用したのが経済財政諮問会議である。

　経済財政諮問会議は、三位一体改革に限らず、小泉政権の主導する改革

のメーンエンジンと言われる。こうした小泉政権の政治手法について、主

に経済財政諮問会議に着目して説明しているのは清水（2005）、清水（2007）

である。政権内の政治家や官僚をアクターとして、執政中枢での政策決定
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を巡る政治闘争を描いている。その主題は経済財政諮問会議を主なアリー

ナとして、政策の主導権を握る小泉が行った政策決定過程を記述すること

にある。経済財政諮問会議では、小泉の代理人として議事進行役をつとめ

る竹中平蔵が、有識者議員（民間議員）に「民間議員ペーパー」などを振

りつけて、議論のたたきとして政権の望む方向を示し、議論をリードする

という手法がとられた。経済財政諮問会議の事務局として働いた「竹中チ

ーム」の存在も重要である。小泉政権の5年5カ月を通して、閣内で重責

を担い続けた竹中は、小泉の頼れる代理人であった。また、経済財政諮問

会議の定員11名のうち、4名が選ばれる有識者議員も、2名は財界人、あ

との2名も竹中に近いとされる大学教授であった。

　地方分権改革の文脈でも、加茂（1998）のように、財界と、地方分権を

推進する勢力との関係に着目した議論がある。第一次分権改革では、彼ら

は「ゆとりと豊かさ」というアイディアに共通の利益を見出し、それが土

壌となって一時的な協調関係が実現した19。しかし、財界は基本的に小さ

な政府を是認し、所謂新自由主義的な主張を展開する。従って、財源を求

め地方自治の充実をはかりたい地方とは、本来対立する関係にある。中央

との関係では、財界は財政規律を志向する財務省と親和的であり、地方は

その擁護者を自任する総務省と密接である。

　三位一体改革の中で、こうした対立の構図が顕在化したのが、地方分権

改革推進会議である。地方分権改革推進会議は元来、地方分権推進委員会

の後継組織として設置され、三位一体改革についても、その具体案の策定

を小泉総理から期待されていた20。実際に、補助金削減の全体像の決定期

限、即ち「基本方針2003」21の取りまとめ期限が迫っていた2003年5月

8日の経済財政諮問会議では、臨時議員として出席した地方分権改革推進

会議の水口議長代理に対して、総理から具体的な目標策定が示されてい
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る。それまでの地方分権改革推進会議では、三位一体改革の具体的な議論

は行われていなかったが、同日、経済財政諮問会議の前に開かれた地方分

権改革推進会議の席上では、事務局から三位一体改革の骨子案が配布され

ている。その後、5月20日に水口議長代理から出された試案（私案）の

内容や、議事の運営を巡って委員が財務省派・総務省派に分裂し、収拾が

つかなくなる。結局、6月6日に総理に提出された「三位一体の改革につ

いての意見」には、数値目標は盛り込まれず、また意見の反対派（総務省

派）の委員がその旨の明記を主張するなど、全く実効性を持たないものに

終わった22。

　砂原（2008）の分析によれば、地方分権改革推進会議の失敗は、地方交

付税も含めた包括的な制度改革の可能性を失わしめた。砂原は、改革に関

係するアクターの「利益」の観点から、三位一体改革・地方財政制度改革

を説明する。三位一体改革には、中央の財政再建と地方分権という二つの

側面があることを指摘した上で、改革実現のアプローチには二つの方法が

あり得たと言う。財務省や地方分権改革推進会議が考える方法は、包括的

な改革である「ビッグバンアプローチ」である。これには地方交付税制度

改革・補助事業廃止・税源移譲の三つが「パッケージ」として実現される

必要があり、それに対する地方の信頼が不可欠である。対して「インクル

メンタリズムアプローチ」は、片山試案にも見られるような漸進的な改革

である23。これには、ビッグバンアプローチのような条件は必ずとも必要

ではない。三位一体改革は、当初、ビッグバン型の改革が望まれたが、地

方分権改革推進会議があまりにも財務省寄りの姿勢をとったために地方の

信頼を失い、包括的な改革は実現しなかったのである。その結果、ピース

ミール方式であれば実現しえた改革も、達成できなかった。地方は補助事

業自体の廃止を求めたが、補助金削減しか達成できなかったのである。
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［論　説］

　「特別型」の改革の審議会となるはずであった地方分権改革推進会議が

有効な議論を行えなかったことは、必然的により強い正統性を持つ審議会

の手続きの必要性を示唆した。経済財政諮問会議の位置づけがより重いも

のになったのである。

1－4．本稿の構成

　本稿では以上に挙げたような先行研究と、それに基づく問題意識の下、

まずは三位一体改革に先立つ地方制度改革である第一次分権改革について

概括する。しかる後に、三位一体改革の政治過程の中でも、本稿の関心で

ある中央と地方の対立、或いはそれ以上に地方同士の対立が顕在化したケ

ースをいくつか取り上げ、考察を行う。

　全国知事会をはじめとする地方団体は、2000年4月施行の改正地方自

治法によって、国と対等な関係となり、内閣・国会に意見を提出すること

が可能になった（地方自治法第263条の3）。これは第一次分権改革の成

果でもある。地方代表はその立場を活用して、三位一体改革に対して意見

表明を行い、政策過程への参画を果たした。本稿では、主導的な役割を果

たした全国知事会と、それ以外の団体、特に全国町村会との違いに着目し

たい。

　地方の中央における代理人は、総務大臣・総務省である。経済財政諮問

会議の議員の中で、一般的に地方の代弁者たりうるのは総務大臣に限られ

る。小泉政権の初期には、自治官僚出身の実力者である片山虎之助がその

地位にあり、片山の後を襲ったのは急速に力をつけてきた麻生太郎であっ

た24。三位一体改革において、総務省は従来同様、地方の擁護者として振

る舞った。ただ、その実はどうだったのか、という点も本稿の関心であ

る。我々は第一次分権のより深い理解からはじめよう。
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2．第一次分権改革：分権実現の政治過程

　大規模な制度的変化を伴う地方分権改革が政策課題として取り上げられ

るのは1990年代のことである。1990年代には、それまで地方分権を唱え

ていた地方自治政策コミュニティ内部の勢力だけでなく、財界を含めた社

会の広範な勢力が分権化を主張するようになる。当時の政府審議会答申の

基調には「ゆとりと豊かさ」という理念があり、これは財界も含め広く共

有されたものであった25。1990年に設置された第三次臨時行政改革推進

審議会には「豊かなくらし部会」が設置され、その部会長には、地方分権

を唱える細川護煕が任じられた。1993年には、自民党政権の下で地方分

権を進める国会決議が出されるが、その直後には細川を首班とする政権が

成立した。そうした状況で、地方分権改革は実現に向けて動き出してい

く。

　この「ゆとりと豊かさ」の理念から分権が出発したことを考えると、そ

の後の展開は、あまりに出発点と結果とが乖離していたと言えよう。しか

し、日本の当時の政治状況からすれば、結実した厳しい結果こそ、はじめ

から想定されるべきものであったと言えるかもしれない。

2－1，国会決議に至るまで

　宮沢政権末期に地方分権推進の国会決議が実現する以前、1980年代か

らの行政改革論議の一環として、国と地方の関係も議論の対象とされてき

た。

　第二次臨時行政調査会の最終答申（1983年3月14日）では、全体のう

ち1章を割いて「国と地方の関係及び地方行政」に関する改革案が提示さ

れ、事務事業の整理合理化や地方事務官制度の廃止などが盛り込まれた。
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［論　説］

続く臨時行政改革推進審議会では、「地方公共団体に対する国の関与・必

置規制の整理合理化に関する答申」（1984年12月18日）で、国から地方

に対する関与の整理合理化や必置規制の廃止が提示された。さらに第二次

臨時行政改革推進審議会においては、より具体的な提案として、「国・地

方の関係等に関する答申」（1989年12月20日）が出された。

　第三次臨時行政改革推進審議会でも、三つの部会の一つ「豊かなくらし

部会」の下に、「地方分権特例制度等検討小委員会」が設けられ、最終答

申（1993年10月27日）などに地方分権の指針が盛り込まれた。

2－2．　「地方分権改革推進に関する決議」とその後の展開

　1993年6月に、「地方分権改革推進に関する決議」が与野党の議員から

共同で提案され、衆参両院において全会一致で決議された。当時、自民党

は必ずしも分権推進に積極的ではなかったが、中馬弘毅など、自治省に近

い議員が提出に参画した。社会党では、首長出身である五十嵐広三らが協

力した。ただ、実際に分権が進むか否か、必ずしも見通しがあったとは言

えない。自治省出身の自民党参議院議員も、「これまで…中央省庁の抵

抗、族議員の反対等で一向に進まない地方分権が、この国会決議で果たし

て動き出すことになるのかどうか、まことに注目に値する」と述べてい

る26。

　国会決議の後、同年8月9日には細川非自民連立政権が誕生した。とも

に県知事経験者である細川護煕と武村正義が総理と官房長官に就任したこ

とは、分権を巡る議論の中でしばしば象徴的に記述される。与党となった

日本新党は、政治制度改革とともに地方分権の推進を掲げており27、これ

以降、地方分権に向けた動きは既定のものとなっていった。同年10月の

第三次臨時行政改革推進審議会最終答申では、地方分権を規制緩和と並ぶ
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2本柱として、「地方分権に関する大綱」の策定を国に求めた。西尾勝は、

国会決議と政権交代、それに第三次臨時行政改革推進審議会最終答申を、

第一次分権改革を起動させる契機だったと述べる28。

　1994年12月には村山内閣によって「地方分権改革に関する大綱」が閣

議決定され、さらに翌1995年5月に地方分権推進法が成立し、同年7月

に地方分権推進委員会が設置された。地方分権推進委員会は当初5年間、

後に延長されて6年間の活動期間に、五次に渡る勧告を行った。地方分権

推進委員会の勧告に対しては、政府がそれを尊重し、地方分権推進計画を

作成することが義務づけられ（地方分権推進法第8条）、このことが審議

会としてのきわめて高い権威をもたらしたことが特徴づけられる29。地方

分権推進委員会の勧告をうけて、1999年7月8日には地方分権一括法が

成立し30、翌2000年4月1日に施行された。

　地方分権推進委員会の政策過程では、委員が官僚とのグループ・ヒアリ

ングを繰り返し行い、その中で実現可能な改革案を策定していくという方

法が取られた31。改革の主たる課題である機関委任事務廃止については、

そもそも官僚世界内部の問題であり、省庁の反対はあっても、自民党の反

発を受けるものではなかった32。

　地方分権改革に関係する諸アクターは、概ね改革推進に好意的であっ

た。地方団体は1994年の「地方分権推進要綱」で機関委任事務の見直し

を訴えていた。財界もグローバリゼーションの流れの中で、地方分権を行

革の一環として位置付け、小さな中央政府をつくることを志向しており、

分権改革を進める原動力ともなっていた。省庁は、自らの権限を失う機関

委任事務の廃止に反対であったが、自民党は、地方・財界という有力な支

持母体が分権推進を支持するようになって、連立与党として地方分権を進

めるようになった33。
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［論　説〕

2－3．第一次分権改革の内容

　地方分権推進委員会の採った分権推進戦略では、「事務事業の移転方策」

よりも「広義の関与の縮小・廃止方策」に改革の主眼が置かれた。

　即ち第一に、既存の都道府県・市町村という二層制の枠組みは維持する

こととした。第二に、住民自治のための提案ではなく、団体自治を充実さ

せる、つまり、自治体と住民との関係ではなく、国と自治体との関係の中

で、後者の団体としての自治を充実させる提案を行うものとした。第三

に、権限・事務の移譲ではなく、関与の縮小・廃止を狙いとした。地方は

機関委任事務など、多くの事務を既に行っていたため、それ以上の事務の

配分は目標としなかった。また、関与については、通達・必置規制・補助

金行政の三つの形があり、これを縮小・廃止することが目的となった。こ

うした改革によって、国と地方の関係を従来の上下主従のものから、対等

協力関係へと変革しようとしたのである34。また、地方の意見提出権と、

政府の回答努力義務を定めたことは、三位一体改革の決定過程にも影響す

る一つのポイントであった。

　第一の「受け皿論」について付言すれば、地方分権推進委員会は発足の

三ヵ月後には受け皿論を棚上げしているが、その背景には、合併議論に踏

み込んでも、実現性が担保されない政治状況だったこと、合併論で自治体

の結束が崩れることをおそれたことがあった35。

　繰り返しになるが、第一次分権改革の主眼は機関委任事務廃止であっ

た。戦後の機関委任事には、各省庁が地方と共有する事務の確実な実施を

期し、特に公選知事によって、勝手な事務が実施されたり必要な事務が放

置されたりすることを防ぎ、またナショナルミニマムが未達成の時期に

は、国の基準から逸脱しないよう地方をコントロールする意味もあっ

た36。
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　しかし地方にとっては、中央の統制を受ける面が大きく、都道府県の事

務の7－8割、市町村でも3－4割が機関委任事務という状態であり（地方

分権推進委員会「第一次勧告」）、「三割自治」という言葉が表すような、

地方自治が抑制されているという批判が一部に存在していた。こうした現

実を踏まえ地方分権推進委員会は、1996年12月の第一次勧告の時点で機

関委任事務の廃止を打ち出している。これに反対する省庁は「共有事務」

を提案するなどしたが、これは機関委任事務的なものであった。

　改革の結果、当時561あった機関委任事務は、自治事務、法定受託事

務、国の直接執行に分類されるか廃止された。その多くは自治事務と法定

受託事務に分けられた。機関委任事務では、地方の条例制定権は認められ

ていなかったが、自治事務・法定受託事務ともに、法令に反しない限り、

条例の制定が認められることとなった。地方議会も、従来は決定に関与ず

発言権のみに限られていたが、原則的には権限が及ぶものとされた。

2－4．改革の成果とその後

　こうした改革によって、従来の中央地方関係が、責任が明確化したより

分権的なものへと変化したと言えるだろう。ただ、分権推進の立場から

は、ここで実現したのは改革の一部に過ぎない。「第一次分権改革」とい

う地方分権推進委員会自身の表現が、それを端的に示している。研究者の

間ではこの時期の改革について、機関委任事務廃止改革や2000年改革、

NPMなどの実務的な変化も含めて包括的ガバナンス改革と呼ぶなど37、

その捉え方は一様ではない。しかし、当事者である地方団体や総務省では

基本的に、第一次（地方）分権改革、或いは第一期分権改革という呼称で

統一されている。いずれにしても、第二次・第二期を見据えたものである

ことは明らかである。
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［論　説］

　機関委任事務廃止に引き続いて行われるべき改革は、地方分権推進委員

会の議事やメディアの議論の流れの中で、一般には税財源改革に移ってい

った。そこで登場した小泉政権の、「地方にできることは地方に」という

スローガンが地方に大きな期待を抱かせたことは想像に難くない。一方

で、小泉の考えていたのは財政支出の抑制による長期債務の圧縮であり、

この時点から既に両者の意見がすれ違っていたのである。

3．三位一体改革

　三位一体改革では、その名の示す通り、地方交付税改革・国庫補助負担

金改革・地方への税源移譲の三つの課題に関わる多数の異なる立場の利害

対立があった。主たるアクターは、財務省、自治省、事業省庁であったと

言えるかも知れない。大まかには、総理と財務省を中心とする財政再建

派、総務省と地方団体の地方分権・地方自治推進派、さらに事業省庁とそ

れに協力する自民党議員からなる陣営である。或いは、全国知事会の存在

を重視すれば、四者の対立があったとも考えられよう。

　地方分権改革の側面を強調するのは、地方自治体の多くや総務省であ

る。ただ、第一次分権改革の後に残ったのは、省庁の出先機関や、或いは

補助金を含めた税財源を巡る課題など、省庁の強い反対を生むものだっ

た。実際に三位一体改革においても、その後の地方分権改革推進委員会に

よる改革でも、省庁自身に作成を委ねた改革案は、実質的なゼロ回答ばか

りであった。そうした中で三位一体改革は、その内容の是非は兎も角とし

て、道路公団や郵政改革同様、小泉政権の強いリーダーシップによって実

現に向けて動いていく。

　財務省と総務省の対立関係は、「五十年戦争」「百年戦争」とも呼ばれて
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いたが、三位一体改革では、より多数の政治アクターをまき込んで、大き

な政治的争点になったのである。財務省は地方交付税・補助金の削減につ

いては支持し、税源移譲には反対する。総務省は補助金削減と税源移譲に

賛成するが、地方交付税の制度改革にまで踏み込んだ変化には反対する。

ただ、北村の見解に従えば、総務省は地方交付税制度堅持のために、地方

交付税総額の削減には賛成せざるを得なかった。

　小泉総理は財務省に近い立場であり、これに協力するのが経済財政諮問

会議の有識者議員と竹中平蔵大臣である。繰り返しになるが、第一次分権

改革と違い、財界と地方自治派の対立が三位一体改革では生じた。

　事業省庁は、自らの持つ予算枠、つまり国庫補助負担金として国から地

方へ流れる予算の確保を目論んで、補助金削減反対の立場をとった。つま

り、予算削減反対の立場で財務省と対立し、総務省の権限の及ばない補助

金の削減を反対する立場で総務省とも対立したのである。また、補助金削

減に反対する与党国会議員も、火災報知機となって、事業省庁を後押しす

ることになった。

3－1．地方陣営の内部

　ここで本稿の関心である地方陣営内の関係を見ると、各アクターの間に

も意見の相違が存在したことが指摘できる。北村の言うマクロの政策決定

に参画していたのは総務大臣であり、地方がその意見を直接、中央へ伝え

る機会はなかった。地方は、制度的にマクロの政策過程には関与できなか

ったのである38。

　地方団体は、改革の初期には、必ずしも一体的に行動していたわけでは

ない。会長主導の下、「戦う知事会」を標榜して地方団体の中心的役割を

演じるようになる全国知事会も、決定的な転機は2003年9月の会長改選

一57＿



［論　説］

であった。

　その後、地方団体は全国知事会の主導の下で足並みをそろえ、各論の段

階での改革過程に関与していくが、補助金改革案でも「小異を捨て大同に

つく」ことを明言している通り、総務省と地方、地方同士であっても、意

見の違いが存在した。

　三位一体改革の時期における地方制度改革に対する地方団体・総務省の

意見を簡略化して表したのが次の図表1である。○は政策の実施に賛

成、×は反対である。総務省は、地方交付税削減にやむなく同意した。ま

た、全国町村会は、補助金削減には賛成するが、それに伴う税源移譲につ

いては、課税客体が乏しい場合が多く、手放しでは賛成できない。そのた

め、地方交付税による措置を必要と主張している。従って、この二点につ

いては条件付き賛成という意味で△とした。

　詳細に見れば、機関委任事務廃止後の改革について、都道府県と市、町

村では、それぞれに重要視するテーマが異なっていた。これは、第一次分

権改革で棚上げにされた「受け皿論」、つまり市町村合併の議論が再び加

熱してきたためである。

　全国町村会では、総務省の推し進める強制的な合併には反対の立場をと

り、農山村の重要性を訴える合併反対の政策パンフレットの作成や、意見

書を提出するなどしている39。かねてから全国町村会は強制的な合併に反

対しており、2000年度には「市町村合併に関する緊急要望」を、3回に

図表1　地方団体の意向（筆者作成）

財源移譲 地方交付税削減 補助金改革 市町村合併

総務省 ○ △ ○ ○

全国知事会 ○ × ○ ○

全国市長会 ○ × ○ ○

全国町村会 △ × ○ ×
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わたって与党幹部、国会議員、関係省庁などに提出している。また、

2001年7月には政策提言冊子「21世紀の日本にとって、農山村が、なぜ

大切なのか一揺るぎない国民的合意にむけて一」を作成・配布している。

当時の状況を見ると、地方制度調査会では、強く合併推進を主張する所謂

「西尾私案」が2002年11月に提出され、最終的な答申の出される2003

年ll月まで市町村合併の議論が盛んになされていた。

　他方で、都道府県は一般的に市町村合併に肯定的であり、積極的に主導

する知事も多かった。全国市長会も合併には肯定的であった。都市自治体

が増加し、その存在意義を証明するには格好の機会であり、当然とも言え

る。

　当時、都道府県の積極的な興味は、地方分権・財源移譲にあったと考え

られる。税財源移譲改革について関心が深いのは、全国市長会も同様であ

る。全国市長会も全国知事会同様、独自の補助金削減案を作成しており、

改革への意気込みが伺える。

　これは多分に主観的な判断が伴うものであるが、総務省の主導する地方

改革案に最も近い意見を持つのが全国知事会であったと考えられる。ま

た、全国知事会と全国市長会の考えは近く、他方、全国町村会と総務省や

全国知事会との距離は遠いと見なせそうである。

3－2．三位一体改革の政治過程

　財政支出肖IJ減を目指す政権に対して、総務省がこれを先取りした地方交

付税削減案を提示したのは2001年8月30日の経済財政諮問会議であっ

た。「片山プラン」と呼ばれるこの案では、特定の事業を誘導する事業費

補正の縮小と、特に小規模自治体に手厚かった段階補正の見直しを打ち出

した。翌2002年5月21日の会議では、やはり総務省から改革案が提示
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され、このとき初めて「三位一体」という言葉が用いられた。

　2002年の総理大臣指示に基づき、三位一体改革の期間は、「構造改革と

経済財政の中期展望」（2002年1月25日閣議決定。以下「改革と展望」）

の期間中と設定された。つまり2002年度～2006年度の5年間である。

また、2003年に取りまとめられる「基本計画2003」に、改革案を盛り込

むことも決められた40。

　改革が進み、補助金改革の具体案を議論する段階で地方側の意見を容れ

て設置されたのが「国と地方の協議の場」であり、そこで地方六団体と中

央政府の代表者が直接対峙することになった。ここでは、補助金削減案が

主な論点であり、ミクロの議題が取り上げられた。一方、改革の後期にあ

っても、地方交付税に関する議論は経済財政諮問会議で扱われた。

　ここでは、改革の中で、各プレイヤーの間で意見・利害の対立が顕著に

なった三つのケースを取り上げる。それぞれ厳密に分けられるものではな

いが、主に税源移譲、補助金削減、地方交付税削減を巡る議論の一部であ

る。

3－2－1．税源移譲を巡る対立

　まず注目するのは、税源移譲に関して、財務省と総務省の対立が生じ、

最終的に総理が裁定を下したケースである。焦点となったのは補助金削減

と税源移譲の数値目標設定である。ここでは大臣同士の折衝が繰り返され

たが、結論に至らず、最終的に総理が裁定を下すこととなった。その一

方、地方団体の中でも意見の違いが存在することが再認識され、しかし、

改革は次の段階に進んでいくのである。

　補助金削減額に対する税源移譲額の割合については、当初、地方団体・

総務省は、同程度であることを前提に議論を進めていた。2002年5月21
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日に経済財政諮問会議で提案された通称「片山プランH」では、5．5兆円

の補助金削減と、同額の税源移譲が謳われていた。具体的には、住民税の

フラット化と、国税消費税4％のうち1％の地方消費税化である。ただし

この時期、政府としての正式な目標は確定していない。

　改革の全体像が模索される中で、各年の補助金削減額は暫時決められて

いった。2002年度には芽だし分として、2，400億円程度の税源移譲が、

2002年12月18日に財務・総務・文部科学の3大臣合意によって決定さ

れた。文部科学大臣が加わっているのは義務教育費国庫負担金の削減と全

額の見直しがそこに盛り込まれたためである。

　2003年は改革の初年度として位置づけられる。この年の「基本方針」

策定に向けた議論は4月1日から始まった。三位一体改革の改革案を策定

することも前年に決まっており、全体の規模や具体的な額などを議論する

必要があった。地方からも、改革による成果の獲得を目論んだ動きが起こ

り、特に補助金削減と税源移譲については、5月末に改革派と呼ばれる4

人の県知事によって、総理に補助金削減・税源移譲の改革案が提出され

た41。そこでは補助金削減総額に対して、税源移譲総額の割合を9割に設

定しており、この差については、効率化や地方の努力によって補うことが

可能であるとされていた。これは、改革全体の目標額の設定とともに、こ

の年の議論の焦点となる税源移譲割合の設定案を先取りするものであっ

た。

　同じ時期、5月28日の経済財政諮問会議において、有識者議員である

本間正明によって全体の目標額を設定するという案に加え、税源移譲額を

補助金削減額の7－8割にするという提案がされた。これは本間と、各省の

事務方の議論によって詰められた案である。その前段階として、三位一体

改革の具体案を論じるためにどのような「器」を設けるかについて、財務
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省・総務省の事務次官と経済財政諮問会議の有識者議員代表とで検討する

ように総理から指示があったのは4月1日の経済財政諮問会議であった。

次の4月9日の会議では、三者による調整結果を5月連休明けに報告する

よう、重ねて指示が出される。検討の結果として連休明け5月8日の経済

財政諮問会議で本間議員から報告されたのは、主に事務方によって構成さ

れる2つの「検討の場」を内閣府に設けるというものであった。一つは、

三位一体改革のうち、地方交付税改革と税源移譲を含めた税源配分に関す

る検討を行う場であり、もう一方は、国庫補助負担金の徹底的な検討をす

る場とされた。構成員は、有識者議員に加え、官房副長官、官房副長官補

（事務）、内閣府・総務省・財務省の事務次官とされ、後者の補助金に係わ

る「検討の場」には関係官庁の事務次官が加わるものとされた。

　その後に開催された「検討の場」での議論に基づいているのが、先に述

べた5月28日の経済財政諮問会議での報告ある。本間議員は、税源移譲

について、移譲割合の目安を示す必要性あるとした上で、「私は個人とし

て、…地方が…主体となって引き続き実施することが必要と判断される事

業については…当該事業の補助金の7割ないし8割程度を移譲することが

適当」（経済財政諮問会議議事録）ではないかと述べた。発言者自身は個

人の意見と断っているが42、以後、この数字を巡る議論が焦点となる。先

に述べたように、この時期には並行して地方分権改革推進会議でも三位一

体改革の議論が行われている。しかし、既に迷走状態にあることは明らか

であり、そのことが経済財政諮問会議を中心とした議論に影響した可能性

が考えられる。

　地方の関心は、主に税源移譲が補助金の廃止と同時に実行されるか、或

いは税源移譲が確実に行われるか、という点にあった。そうした中、補助

金削減額と同額の税源移譲を主張し、移譲割合を設定する案に反発する。
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片山総務大臣は5月28日の経済財政諮問会議の席上で、目標額の設定に

ついて懸念を表明し、また「補助金を廃止した場合に、その七、八割は税

源移譲する。この七、八割には根拠がありません。これは検証が必要で

す。今の多くは法令や通達などで国により地方の仕事が義務付けられてお

りまして、この義務付け以外、補助金でまた義務付けている。だから、こ

の七、八割というのは、検証してみないと私はなかなか納得が得られない

のではないかと、このように思います」（経済財政諮問会議議事録）と、

強く反論する。総務事務次官も含めた議論によって出された数字に対して

意見しているという意味では、興味深い。

　執行三団体はそれぞれ、6月16日に税源移譲割合を10割にするよう、

片山総務大臣に申し入れを行う43。ここでは、義務的経費についての移譲

割合が問題とされた。中でも全国町村会は、「税源移譲と国庫補助負担金

との関係を巡っては、国庫補助負担金の削減の7割ないし8割を税源移譲

の対象とすべきとの主張が一部でなされている旨報ぜられているが、この

ようなことは、まさに地方への負担転嫁により国の負担軽減を図ることに

ほかならず断じて容認できない」（全国町村会「三位一体の改革について

（意見）」2003年6月16日）と、かなり強硬に全額補填を求めていた44。

全国知事会も行動を供にしているが、4人の改革派知事が5月に総理に対

して直接提言した内容とは異なり、全国知事会の中でも、統一した意見が

存在していなかったことを伺わせる。翌年のことになるが、2004年8月

の全国知事会議の席上でも、義務的経費などを除いた部分で、補助金削減

額の「8割の税源移譲」という数字の意味・内容をめぐって再度議論が交

わされている。

　朝日新聞によれば、6月11日の段階で税源移譲率の設定に関して、福

田官房長官と竹中大臣による調整に基づき、①7割、②7－8割、③義務的
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なもの10割・その他8割、④記述はしない、という案が塩川財務相・片

山総務相に示されたという。そこで塩川大臣は①案、片山大臣は、「片山

鳥取県知事らの試案でもあった」③案を支持したという。両者が議論をし

ている間に、補助金削減額は4兆円として、竹中大臣によって了解が取ら

れる。その後、福田・竹中両氏の結論も③案となり、総理自身の裁定とし

て、地方団体の申し入れ翌日の6月17日の閣僚折衝で、片山・塩川両大

臣に伝えられた45。

　この数字は、6月27日に閣議決定された「基本方針2003」に記載され

た46。片山大臣は、この数値目標について、結果的には満足している旨を

記者会見で語っている47。小泉総理も地方の意見に配慮した旨のコメント

をしているが48、これは5月に改革派知事たちが提出した意見に言及した

ものと考えられる。

　その後の地方団体の行動を見ると、「基本方針2003」で示された移譲割

合8割が原則的に許容されていることがわかる。10月には全国市長会が

提言を発表し、廃止・税源移譲すべき補助金の中でも、廃止して削減額全

額を税源移譲すべきものと、所要額を税源移譲すべきものとして分類して

いる。ここでは所要額が削減額の8割となっている。また、11月の全国

知事会案でも、6兆円の補助金削減と5兆円の税源移譲が提案されてい

る。

　他方で全国町村会は、補助金削減案の作成などは行っていない。しか

し、12月には提言パンフレットを作成し、まず地方交付税の財源保障機

能の重要性を述べた後に地方税の充実に触れ、「（補助金の整理に当たって

は）単に地方への負担転嫁をもたらすようなことは絶対にしないこと」

（全国町村会「町村からの提言一市町村合併と分権改革・三位一体改革に

ついて一」8頁）と主張している。やはり、7－8割の税源移譲を認めない、
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としていた主張からは後退しているようである。ただ、全国知事会や全国

市長会と同様の補助金削減案を作成するインセンティブは、全国町村会に

はなかったことが伺える。

　以上の過程からは、国の歳出圧縮の方針に総じて地方側が抵抗する一方

で、全国知事会の一部では分権・税源移譲という実を取ることを優先した

行動をとっていたことがわかる。地方同士でも意見の統一が出来ず、或い

ははかられず、また知事の間でも温度差があった。時間が限られている中

で、総務省は地方の意見を代表しながらも、最終的には政府の方針に従

い、これを受け入れた。旧自治省や官庁出身者が県知事であったことも、

合意の過程では重要であったように思われる。

　結果的には地方の意見としては少数であった税源移譲率設定が、政府の

方針と合致して、採用されたのである。

3－2－2．補助金改革の地方案提出49と補助金削減をめぐる議論

　改革の初年度とされる2003年度の議論（2004年度予算）では、1兆円

の補助金改革と、4，500億円の税源移譲（前年度分を含め6，500億円）及

び2．9兆円の地方交付税削減が実現した。これに対して、地方の強い不満

が表面化した。不満は、地方交付税削減とともに、税源移譲実施が確約さ

れていないことにあった。

　こうした地方の反発もあり、2004年度の改革に際して政府は2004年4

月に麻生総務大臣から経済財政諮問会議に提案された「麻生プラン」に基

づき、総額3兆円の税源移譲の実現を先行的に決定した50。3兆円とは、

片山プランにあった住民税の10％フラット化によって移譲できる額であ

る。また、補助金削減の具体案を地方側に作成させることも同時に決定し

た。
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　全国知事会長は、総理自身の決めた方針に対して、「責任を持って案を

まとめ、投げ返します」と述べ、補助金削減の地方案をまとめる役割を果

たすことになる。2003年9月に新たに全国知事会長となった梶原岐阜県

知事は「戦う知事会」を掲げ、就任直後から他の地方団体代表と会談し、

「市町村優先の原則」の下、本来は完全に利害が一致しない都道府県と市

町村の結束を確認した51。また梶原会長は、就任早々に補助金削減案を私

案として作成し、積極的に三位一体改革に対して発言していく姿勢を示し

ている。

　全国知事会は、この会長私案を基に補助金削減案を検討し、他の地方団

体への聞き取りも行いながら、最終的には地方団体同士の結束を最優先と

して結論を出した52。従って、地方の補助金削減案として政府に提出され

たのは、義務教育費国庫負担金など、都道府県に対する補助金削減が主と

なり、基礎自治体に対する補助金の削減は比較的少ないものとなった。

　全国知事会による取りまとめは非常に難航した。特に、義務教育費国庫

負担金の見直しについての議論が焦点となったが、これはこの時にとどま

らず、改革のほぼ全ての期間を通した課題であった。補助金の中でも、総

額の大きな生活保護費国庫負担金と義務教育費国庫負担金を巡っては、い

ずれも国の保障すべきナショナルミニマムとも関わることから、非常に多

くの議論が行われた。最終的に、生活保護費国庫負担金は市町村の所管す

る補助金であり、なおかつナショナルミニマムの根幹に関わる補助金であ

るため補助金削減案には盛り込まず、義務教育費国庫負担金の中から公立

小中学校の教員給与分の一部に当たる8，500億円が削減案に盛り込まれる

ことになった。

　2004年7月15日の全国知事会議の議論では、義務教育費国庫負担金の

扱いを巡り、賛否が激しく分かれ、結論には至らなかった。その後、全国
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市長会長・全国町村会長ほかの了承を得た後に、全国知事会議が改めて開

かれた。8月19・20の両日には、15時間近い討論の末、異例の挙手採

決によって、義務教育費国庫負担金削減を盛り込むことで決着を見た。採

決では7人の知事が反対を表明したほか、地方案には、13人の知事の意

見が付されることになった53。

　2004年8月24日に地方案が総理に提出され、以後、この地方案を踏ま

えて補助金削減が検討されることになる。地方案に掲載された補助金の総

額は、「基本方針2004」に沿って、3．2兆円とされた。

　9月以降には、麻生プランに基づき設置された「国と地方の協議の場」

をアリーナとして、補助金削減の具体案が論じられることになった。しか

し、事業省庁の反発は強く、またそれを与党の族議員が支持する構図とな

った54。

　省庁には、地方案に反対する場合の代替案の提出が求められた。しか

し、10月28日に提出された代替案の総額は、3兆円に及ばないものであ

った。ようやく11月26日に政府・与党合意として確定した三位一体改革

の全体像では、2．4兆円の補助金改革を盛り込んだ。義務教育費国庫負担

金8，500億円は暫定措置とされ、2005年秋までに中央教育審議会での議

論によって結論を得るものとされた。その後中央教育審議会からは義務教

育費国庫負担金の堅持が答申され、また直後に自民党の文部科学部会でも

同様の結論が出された55。しかし、結局は小泉総理の裁定によって、「地

方の声を尊重する」、つまり地方案に盛り込まれた内容を尊重することが

決められ、中央教育審議会答申を覆し、8，500憶円の補助金削減が実施さ

れたのである。

　このような中央での議論に対して、地方の反応も一様ではなかった。全

国知事会議でも紛糾した義務教育費国庫負担金であったが、今度は個々の
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地方自治体からも反対意見が出されるようになった。それも、都道府県で

はなく、基礎自治体からのものである。文部科学省に対しては、1，393の

市町村議会から義務教育費国庫負担金維持の意見が寄せられたという。こ

れは、当時の基礎自治体数の64％にあたる56。全国知事会はじめ、全国

市長会、全国町村会も義務教育費国庫負担金削減で一致したにも関わら

ず、基礎自治体レベルでは反発が根強かったのである。地方代表の意見

は、地方の求める意見ではなくなっていたのである。

　また、地方交付税の削減も影響し、2005年には全国知事会内部の対立

が顕在化した。2004年8月の全国知事会議で原案に反対した知事だけで

なく、賛成した知事も、義務教育費国庫負担金の削減相当額が措置されな

い可能性に懸念を示している57。

　朝日新聞は、全国市長会などの対応は、全体の総意ではなく事務局の主

導するものであり、また衆議院議員の発言を引いて、総務省出身の全国市

長会事務総長の影響を示唆している58。つまり、義務教育費国庫負担金廃

止の総務省の意見に地方団体を乗せることで、個々の自治体からの反対意

見を封じたと解釈できる。制度的に地方による中央の政策過程への関与が

限られる中で、自治体の意見が聞き届けられることはなかったのである。

3－2・・3．地方財政計画の圧縮と地方交付税の削減

　三位一一体改革の期間中、地方交付税総額は2005年度に、前年度とほぼ

同額が確保されたのを除き、毎年のように削減が続けられた59。地方交付

税の総額は、毎年総務省が策定する地方財政計画によって決まる。地方交

付税額は、基本的には機械的に算出されるが、地方はその過程で、個々の

自治体と総務省の担当者とのヒアリングなどの行政的な折衝や、地方団体

による要望書の提出などの政治的なルートでの意思表明が可能である。
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　三位一体改革の過程では、地ノ∫交付税の大枠の制度は維持されたため、

総額の変化が大きな焦点となった。歳出総額の抑制が既定路線であり、地

ノi交付税制度維持のために総務省は、総額削減を受け入れた。そのとき、

総理をはじめとする執政中枢の決定に対しては、地方は有効な意思表明の

手段を持たなかった。

　現実に行われた地方交付税の総額の削減は、地方自治体に大きく影響し

た　出11ベースの地方交付税額と、地方交付税特会借入にかえて2001年

度以降に発行が認められるようになった臨時財政対策債をあわせた額が最

大だったのは2003年度23．3兆1］1だが、2006年度に18．6兆Fl、2007年度

には17．5兆円にまで減少する，，地方交付税交付金額だけで見れば、最高

額を記録した2000年度2L8兆円が、小泉内閣の初年度2001年には20．4

兆円となり、2006年度には16．0兆円、さらに2007年度15．2兆i1」と、削

減が続いた（図表2）。

　地方交付税制度は、総務省からすれば地方に不可欠な自主財源として死

守すべき聖域であり、財’務省からすれば切り込みたいと願ってきた聖域で

あった60。「聖域なき構造改革」を掲げる小泉政権では、「基本方針2001」

において、それまで例外扱いされてきた地方交付税についても削減対象に

総
額
〔
卜
億
円
）

　　　　図表2　出ロベース地方交付税総額の推移

　　　　　　　（地方財政白書をもとに筆者作成）
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盛り込むことを決定したのである。

　総務省は、政府のシグナルを受けて、2001年の片山プランなどで地方

交付税の削減を打ち出し、事業費補正の見直しや、小規模自治体に手厚い

段階補正見直しを打ち出すことでこれに応じていく。総務省は、地方交付

税総額の減少を甘受しても、既存の地方交付税制度を堅持するために、改

革に協力していったのである。こうしたインクルメンタリズム的な改革

は、市町村合併の推進を望む総務省と、地方交付税の総額を抑制したい政

府の利害が一致したため、総務省にとっては受け入れやすいものであった

と思われる61。

　ただし、総務省も、地方交付税制度そのものを変えようとする改革に対

しては断固として抵抗した。地方分権改革推進会議の例などはその一つで

ある62。

　また「基本方針2002」では、「地方交付税の財源保障機能全般について

の見直し」が盛り込まれ、翌年の「基本方針2003」でも、「（地方交付税

の）財源保障機能については、その全般を見直し、「改革と展望」の期間

中に縮小していく」とされた。こうした財源保障機能の見直しについて

は、地方、特に小規模自治体の強い反対を招く。「基本方針2004」では、

地方財源保障機能についての記述は盛り込まれず、地方に配慮したことが

見受けられる。

　地方交付税を削減することは、端的には自治体の中央からの自立である

という名目を主張して、推進された。そのため、不交付団体を増やすこと

が一つの目標として設定され、三位一体改革の期間には、不交付団体の目

標数は、人口比で全自治体の三分の一とすることが目標とされた。

　繰り返しになるが、地方交付税の削減に対して、地方は反発を続けた。

2003年度末に大幅な地方交付税減額を提示され、翌2004年5月25日に
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「地方財政危機突破総決起大会」を開催した地方団体にとっては、地方交

付税の削減それ自体が、受け入れがたいものであったということだろう。

しかし地方交付税は、少なくとも全体の規模として見れば毎年削減傾向は

続いており、政府の大幅な方針の変化はなかったと考えられる。

　またある時期以降、地方交付税改革の議論は沈静化していたとされ

る63。これは地方交付税が自治体のセーフティーネットとして、その役割

を見直されたためであり、そこで制度を維持した上での総額の削減が、当

面の「改革」として実行されたと言えるだろう。

　地方交付税改革は、三位一体改革の当初の期限であった「改革と展望」

の期間の改革が落ち着いた時期には、次の段階を見据えた経済財政諮問会

議の議論で、不交付団体の数を「より拡大する」（経済財政諮問会議議事

録）ことなどが検討された。既存の制度に手をつけるか否かはおくとし

て、地方交付税を含めた歳出抑制の方針は維持されていたわけである。た

だ、三位一体改革に関しては、取り組みに前向きであった地方側や財界に

対して、小泉総理自身の関心が郵政民営化などへ移っており、目標とされ

た3兆円の補助金削減が決まった時点で一旦終了したと言えるだろう。

3－3．まとめ

　地方交付税の議論では、地方の意思表示の手段は、提言や経済財政諮問

会議でのヒアリングなどといったかたちに限られており、実質的な決定過

程への関与はごく限られていた。2004年8月の地方案でも、地方交付税

措置について主張がなされているが、現実に成果があったかは明らかでな

い。総務省が主導して地方交付税削減は進み、既存の制度は維持されなが

らも、総額は減り続けた。

　このように見てくると、まず、総務省には税源移譲・補助金削減の議論
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においても、地方のそれとは異なる意思がある、或いは総務省が地方に率

先して意見を変え、地方がそれに従わざるを得なくなる構図があったと考

えられる。中央の政治過程におけるプレイヤーである総務省が、地方と中

央の間で上手く立ち回っているようにも見える。

　またもう一点、地方団体の間でも、改革への姿勢に差があることが再確

認された。補助金削減案の策定を地方に任せたことは、地方団体内の不和

を招くものであったという指摘がある64。実際に2004年8月の全国知事

会議で採決が実施されたこと自体、異例であった。

　全体として地方は、「小異を捨てて大同につく」ことを優先し、不利益

に対しても口をつぐんでいた部分があったように思われる。補助金改革案

作成を地方に託された際にある知事が語ったとされる「地方にとっては試

練だが、ここでまとまらなければ今後しばらくは地方分権が進まなくな

る」という言葉が65、こうした現実を象徴していると言えるのではないだ

ろうか。

　地方団体を全国知事会が主導したことに関しては、地方制度改革に対し

て、地方政府が迅速に統一的な意見をまとめる必要があった。全国知事会

は地方団体の中でも長子的役割を自他共に任じており66、そこで全国知事

会の果たした役割は重要であったと言える。

　他方全国町村会は、政治的な影響力を持ち得なかったとは言え、合併や

財政問題などをテーマにした提言パンフレットのかたちで、改革の期間中

4回にわたって公にしている。しかし、補助金削減案の作成などは行って

いない。こうした事実からは、地方としての協調を重視しながら、自らの

アイデンティティーを保とうと苦心する様が読み取れる。

　総じて、中央の政治過程の出来事からだけでは読み取れない、より複雑

な状況がその背後にありながら、それらが等閑にされ改革が進められたこ

一72一



　　　　　　　　　　　　　小泉政権における地方分権改革の政治過程（廣畑）

とが明らかになったと言えるだろう。

4．おわりに

　元来、日本の地方分権改革は、「ゆとりと豊かさを実感できる社会」67

を実現するための改革であった68。この理念は、既に述べたように、第一

次分権改革においては、ビジネス派と地方自治派の協力を生む触媒となっ

た。両者はこの「アイディア」に共通の「利益」を見出し、それが協調の

土壌となった。しかし、財界と地方の、一見幸福とも奇妙とも見える連携

関係は、三位一体改革においては完全に解消した69。

　かくして三位一体改革では、地方自治派とビジネス派の論理は衝突す

る。財政再建のために政府全体の行政減量を目指す政権と財務省が改革を

主導し、ビジネス派もそれに協力した。結果として、地方交付税削減と補

助金削減を実現した。他方で、地方自治派は一方的な改革に抗して、地方

への税源移譲を勝ち取った。

　地方団体は、全国知事会が作成した補助金削減案に賛成し、この改革を

肯定した。しかし、個別の市町村からは反対があったことも事実である。

三位一体改革の結果への評価をある県の基礎自治体の首長に聞いたアンケ

ートでは、改革を評価する声は決して多くない（図表3）。また、小規模

な自治体ほど否定的な評価が多い。

　また、一連の地方分権改革に対する評価を全国の市長に聞いたアンケー

トでも、小さな自治体ほど低い評価を与えている点が共通している（図表

4）。このアンケートは2007年に行われたものである。市町村合併はかな

り進んでおり、ここで回答した市長は、合併の有無を問わず、なんらかの

かたちでの勝者であると言える。それでも、地方分権改革に対する評価に

一73一



［論説］

　図表3　三位一体改革に対する評価

（「静岡新聞」2009年8月9日朝刊より引用）
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静岡新聞社「地方分権37市町長アンケート」より

図表4　地方分権への市長評価

　　　（村松（2009｝より引用）
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差があることは見逃せない。団体の規模によって偏りがある点では、ナシ

ョナルミニマムの観点からも、一つ課題を投げかけているのではなかろう

か。

　夕張市の財政破綻が起きてから、自治体の財政に対する規律が厳しくな
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っているが、これも自治体の責任を問うものでもある。今や地方分権に換

えて地域主権という言葉が主流となりつつあるが、地域の現実と国全体と

しての将来像のバランスを考えた議論と、改革の実現が、政治的に大きな

課題である。

　こうした前提に基づけば、三位一体改革以前に比べて、必ずしも地方の

自治が拡大しているとばかりは言えないのが現状と言えそうである。予算

規模で見た基礎自治体の活動量は減少し、また合併が進んだことにより、

住民と市町村との距離も、拡大してきたとさえ言えるように思われる。

　我々は、三位一体改革の分析を通じて、三位一体改革を含む地方分権と

自治の改革は、歴史上そうであったように、厳しい改革に反して美しい夢

を掲げるが、改革は改革であったことを学習したように思われる。
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